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一
　
は
じ
め
に

二
　
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？

　
㈠ 

　
“Ism

”の
付
か
な
い
価
値
中
立
的
社
会
現
象
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化

　
㈡
　
現
象
と
し
て
の
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
は
？

三 

　
憲
法
学
的
論
点
と
し
て
の
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》

―
《
主
体
》
と
し

て
のN

ation

の
相
対
化

　
㈠
　
近
代
憲
法
学
に
お
け
るN

ation

像

　
㈡ 

　
主
体
に
関
す
るN

ation

の
相
対
化

―
国
籍
﹇N

ationalité
﹈

に
基
づ
く
二
分
論
（
性
質
論
）
の
再
提
起

四
　 「
主
体
に
関
す
るN

ation

の
相
対
化
」
言
説

―
《《
国
籍

﹇N
ationalité

﹈》＝《
市
民
権
﹇Citoyenneté

﹈》》
構
図
再
考

　
㈠
　（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
）《
国
籍
＝
市
民
権
》
と
い
う
図
式
の
登
場

　
㈡
　（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
）《
国
籍≠

市
民
権
》
と
い
う
図
式
の
提
起

　
㈢ 

　（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
）
脱
国
家
的
市
民
権
の
提
起

―
欧
州
統

合
に
よ
る
脱
国
家
的
政
治
空
間
の
発
生

　
㈣
　
そ
も
そ
もPost-N

ational

な
市
民
権
と
は
？

五 

　
結
び
に
か
え
て

―
国
家
的
市
民
権
﹇Citoyenneté N

ationale

﹈

再
考

 

上

田

将

由

グ 

ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る  
 

 
 

 
 

脱
国
民
（
国
家
）
市
民
権
の
可
能
性

―
《
国
籍
＝
市
民
権
》
構
図
再
考

―
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一
　
は
じ
め
に

　
我
々
は
い
か
な
る
社
会
・
時
代
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。《
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
》
と
い
う
タ
ー
ム
が
あ
ら
ゆ
る
場
面

―

政
治
・
経
済
・
環
境
・
教
育
・
流
行etc

―
で
用
い
ら
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
我
々
が
生
き
る
社
会
・
時
代
は
、
従
来
型

―
つ

ま
り
《
近
代
﹇m

odern
﹈》
と
呼
ば
れ
る
時
間
区
分
で
前
提
と
さ
れ
る
《
近
代
国
民
国
家
》
社
会

―
と
同
一
の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
は
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
サ
ー
ビ
ス
に
著
し
い
流
動
性
を
生
じ
さ
せ
、
同
時
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の

情
報
技
術
の
発
展
に
よ
り
、
人
々
の
生
き
方
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
く
る
《
価
値
》
に
関
し
て
も
大
き
な
流
動
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
は
、
一
方
で
リ
ー
マ
ン
・
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
の
破
綻
や
欧
州
金
融
危
機
な
ど
の
、
一
国

家
／
一
地
域
的
問
題
が
《
グ
ロ
ー
バ
ル
》
な
規
模
で
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
経
済
的
影
響
を
生
じ
さ
せ
、
他
方
、
従
来
西
欧
社
会
と
は
異

な
る
価
値
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
有
し
て
い
た
中
東
の
非
民
主
主
義
国
家
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
《
グ
ロ
ー
バ
ル
》
な
情
報
流
入
に
よ

る
革
命
、
そ
し
て
民
主
化
と
い
う
政
治
的
影
響
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
学
的
・
政
治
学
的
・
経
済
学
的
現
象
と
し
て

《
事
実
》
の
次
元
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
現
象
を
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
に
於
い
て
も
、
当
該
《
事
実
》
に
起
因
し
た
憲
法
に
関
連
す
る
《
主
体
》
を
巡
る
問
題
は
生
じ
て
お
り
、
二
〇

一
六
年
九
月
の
民
進
党
代
表
選
に
お
い
て
立
候
補
し
た
者
が
二
重
国
籍
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な（
1
）り、
そ
の
後
二
〇
一
七
年
に
戸

籍
謄
本
を
公
開
す
る
流
れ
に
発
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
《
主
体
》
に
関
す
る
直
接
的
な
憲
法
問
題
が
生
じ
た
の
が
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
連
邦
で
あ
っ（
2
）た。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
移
民
が
多
く
、
二
重
国
籍
者
が
四
〇
〇
万
人
ほ
ど
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る（
3
）が、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
連
邦
憲
法
（Constitution of the com

m
onw

ealth of Australia

）
四
四
条
で
、
他
国
へ
の
忠
誠
等
、
連
邦
議
会
議
員
の
欠
落
事
項
を
定

め
て
い（
4
）る。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
一
九
六
〇
年
ま
で
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
っ
た
キ
プ
ロ
ス
出
身
の
父
と
ギ
リ
シ
ャ
国
籍
の
母
が
一
九
五
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〇
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
移
住
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
生
ま
れ
た
元
老
院
議
員N

ick Xenophon

の
二
重
国
籍
問
題
が
生
じ
て

い（
5
）る。

明
ら
か
に
現
代
社
会
は
、
従
来
想
定
さ
れ
て
い
た
「
近
代
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
異
な
り
、
絶
対
的
存
在
で
あ
っ
た
国
家
・
国
民
が

相
対
化
さ
れ
る
状
況
に
あ（
6
）る。
こ
の
よ
う
な
現
象
が
憲
法
学
に
投
げ
か
け
る
こ
と
は
、
我
々
が
憲
法
と
い
う
タ
ー
ム
﹇Constitutional 

Law, D
roit Constitutionnel

﹈
に
よ
っ
て
何
を
思
考
す
る
の
か
、
つ
ま
り
憲
法
は
、「
何
を
〝
構
築
、
構
成
す
る
﹇construct, constituer

﹈〞

の
か
」
と
い
う
点
に
関
連
す
る
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
提
起
す
る
通
り
、
近
代
憲
法
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
が 

“politeia

” 

“res 

publica

” 

“Com
m
onw

ealth

” 

と
呼
ば
れ
る
「
公
共
的
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら（
7
）ば、
現
代
社
会
に
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・

フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
流
動
性

―
国
境
を
越
え
た
諸
個
人
、
諸
集
団
の
活
動

―
は
、
近
代
憲
法
（
学
）
に
対
し
て
い
か
な
る
影
響
を
も
た

ら
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
た
一
定
の
公
法
学
的
展
開
が
彼
の
地
で
な
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
憲
主
義
」
と
呼
ば

れ
、
国
家
を
超
え
た
新
た
な
公
法
フ
ィ
ー
ル
ド
の
模
索
へ
の
試
み
で
あ（
8
）る。
こ
の
点
に
対
し
て
は
、
一
部
の
論
者
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
な
る
現
象

―
欧
州
の
連
邦
化
も
し
く
は
、
ロ
ー
カ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

―
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
欧
州
統
合
の
過
程
は
、
各
々
の
国
家
の
存
在
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
共
通
市
場
の
確
保
を
目
的

0

0

と
し
た
〈
諸
個
人
・
諸

団
体
の
国
境
を
越
え
た
流
動
性
の
確
保
〉。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
各
々
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
ア
ク
タ
ー
の
保
障
制
度
＝
手
段

0

0

と
し
て
の
〈
国
家

を
超
え
た
レ
ベ
ル
で
の
公
権
力
構
造
の
創
出
〉、
さ
ら
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
締
結
以
降
Ｅ
Ｕ
市
民
と
い
う
新
た
な
《
主
体
》
の
創
出

を
試
み
て
お
り
、
ま
さ
し
く
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
《
国
家
の
相
対
化
》
を
反
映
し
たsui generis

な
社
会
構
造
お
よ
び
そ

の
《

―
国
民
と
は
別
個
の

―
主
体
》
を
備
え
る
も
の
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
環
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
も
そ
も
我
々
の
研
究
の
中
心
関
心
で
あ
る
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
は
何
か
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
、

ど
の
よ
う
な
社
会
現
象
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
生
じ
る
憲
法
学
的
論
点

―
具
体
的
に
は
、
国
籍
に

基
づ
く
二
分
論

―
を
提
起
す
る
。
そ
し
て
当
該
憲
法
学
的
論
点
を
思
考
す
る
上
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
《
市
民
権
》
概
念
の
再
提
起
の
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必
要
性
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

二
　
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
？

㈠
　
“Ism

”の
付
か
な
い
価
値
中
立
的
社
会
現
象
と
し
て
の
グ
ロ
ー
バ
ル（

9
）化

　
そ
も
そ
も
、
我
々
が
議
論
の
発
端
と
す
る
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹇globalization

﹈》
と
は
、
い
か
な
る
社
会
現
象
で
あ
り
、
憲
法
学
に
対

し
て
ど
の
よ
う
な
新
た
問
題
を
提
起
す
る
だ
ろ
う
か
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
を
介
し
た
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
サ
ー
ビ
ス
の
流
動
性
を
前
提
と
す
る
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
左

右
ど
ち
ら
の
陣
営
に
属
す
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
論
者
次
第
で
肯
定
的
／
否
定
的
に
も
使
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
定
義
づ
け
は
論
争
的

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ヘ
ル
ド
（D

avid H
eld

）
は
、
当
該
諸
言
説
を
概
観
し
た
上
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
関
す

る
主
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
姿
勢
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
て
い
る
。

　
第
一
に
、「
伝
統
主
義
者
﹇traditionalist

﹈」
と
、
分
類
さ
れ
る
言
説
集
団
で
あ
）
10
（
る
。
彼
ら
は
、
そ
も
そ
も
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う

社
会
現
象
自
体
に
懐
疑
的
で
あ
り
、
当
該
現
象
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
社
会
的
関
係
性
に
関
す
る
根
幹
的
・
制
度
的
変
化
を

一
切
否
定
す
る
集
団
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
モ
ノ
や
文
化
の
交
流
は
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
語
が
提
起
さ
れ
る
以
前

―
具
体
的
に
は
、

一
九
世
紀

―
か
ら
生
じ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
社
会
現
象
を
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
妥
当
な
賃
金
や
税
金
を
払
い
た
く
な

い
と
い
う
、
大
企
業
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
持
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
切
り
捨
て
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
伝
統
主
義
者
は
、
グ
ロ
ー

バ
ル
経
済
に
よ
っ
て
生
じ
る
優
先
開
発
に
対
抗
す
る
集
団

0

0

0

0

0

0

を
支
持
す
る
こ
と
で
、
当
該
グ
ロ
ー
バ
ル
な
優
先
開
発
に
よ
り
生
じ
る
グ
ロ
ー

バ
ル
な
不
平
等
（
＝
格
差
）
を
打
開
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
モ
ノ
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
主
義
者
﹇G

lobalist

﹈
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
）
11
（
る
。
一
方
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
と
い
う
社
会
現
象
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
世
界
市
民

﹇w
orld citizen

﹈
が
成
立
す
る
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益

―eg.

《
環
境
》
に
関
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
共
有
と
、

そ
れ
に
対
応
す
る
新
技
術
の
開
発

―
を
指
摘
す
る
こ
と
で
当
該
現
象
は
歓
迎
す
べ
き
変
革
で
あ
る
と
す
る
「
積
極
・
楽
観
的
グ
ロ
ー
バ

ル
主
義
者
﹇Positive G

lobalists

﹈」
で
あ
る
。
他
方
、
否
定
的
な
評
価
を
行
う
「
消
極
・
悲
観
的
グ
ロ
ー
バ
ル
主
義
者
﹇N

egative 

G
lobalist

﹈」
は
、
当
該
現
象
は
北
側
諸
国
の
経
済
的
・
政
治
的
利
益
集
団

―eg.

欧
米
日
等

―
の
支
配
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
多

様
性
が
喪
失
さ
れ
て
い
き
、
文
化
帝
国
主
義
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
よ
う
）
12
（

な
、
よ
り
画
一
性
を
強
い
ら
れ
た
社
会
に
な
っ
て
い
く
と
、

《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
社
会
現
象
の
危
険
性
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
第
三
に
、
変
容
論
者
﹇transform

ationalist

﹈
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
彼
ら
は
、「
伝
統
主
義
者
」
と
「
グ
ロ
ー
バ
ル

主
義
者
」
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
不
毛
な
論
争
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
価
値
中
立
的
、
第
三
の
姿
勢
に
立
つ
。
つ
ま
り
変
容
論
者

は
、
伝
統
主
義
者
と
同
調
す
る
こ
と
で
国
家
は
「
軍
事
的
」「
経
済
的
」「
政
治
的
」
に
依
然
有
力
で
あ
る
と
い
う
と
と
も
に
、
他
方
で
グ

ロ
ー
バ
ル
主
義
者
に
も
同
調
す
る
こ
と
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
概
念
を
否
定
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
物
質
的
影
響
力
や
効
果
を
過
小
評
価
す

る
こ
と
は
無
謀
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
社
会
現
象
に
基
づ
く
変
容
を
受
け
入
れ
た

上
で
、
同
時
に
そ
こ
に
チ
ャ
ン
ス
を
見
出
し
、
民
主
的
答
責
性
﹇D

em
ocratic responsibility

﹈
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
・
シ

ス
テ
ム
を
目
指
す
新
し
い
制
度
設
計
を
思
考
す
る
論
調
を
と
る
の
で
あ
）
13
（

る
。

　
そ
こ
で
以
下
で
は
、
伝
統
的
に
憲
法
学
の
主
要
な
考
察
対
象
で
あ
る
《
国
家
》
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対
し
て
現
代
的
変
容

（
＝
グ
ロ
ー
バ
ル
化
）
を
認
識
し
た
国
家
像

―
再
帰
型
国
家
﹇reflexive st
）
14
（ate
﹈

―
を
提
示
す
る
、《
変
容
論
者
》
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
社
会
学
者
Ｕ
．
ベ
ッ
ク
を
基
軸
に
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
現
象
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
定
置
さ
れ
る

「

―
新
た
な
形
の
現
代
型

―
国
家
と
は
何
か
？
」
と
い
う
点
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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㈡
　
現
象
と
し
て
の
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
は
？

　
当
該
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
タ
ー
ム
の
共
通
概
念
の
抽
出
を
試
み
た
社
会
学
者
Ｕ
．
ベ
ッ
ク
﹇U

lrich Beck

﹈
は
、
政
治
空
間
が

世
界
市
場
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
新
自
由
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
含
意
し
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
﹇G

lobalism

﹈
と
は
区
別

す
る
形
）
15
（
で
、《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹇globalization

﹈》
を
枠
づ
け
て
い
）
16
（
る
。

「﹇
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
タ
ー
ム
の
﹈
一
定
の
特
徴
は
、
第
一
の
近
代
の
主
要
な
前
提
を
覆
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
完
結
的

﹇self-enclosed

﹈
な
国
民
国
家
や
国
民
社
会
と
い
う
空
間
の
中
で
人
々
は
生
活
し
、
行
動
す
る
、
と
い
う
思
考
に
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。」

　
そ
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
て
い
っ
た
状
態
﹇G

lobality

﹈
を
次
の
よ
う
に
描
き
出
）
17
（

す
。

「﹇G
lobality

と
は
、﹈
国
民
国
家
や
国
民
社
会
と
い
う
統
一
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
、
一
方
に
は
国
民
国
家
と
い
う
単
位
や
そ
れ
に
縛
ら
れ
た
行
為
主
体
、

他
方
で
は
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
行
為
主
体
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
社
会
空
間
、
ト
ラ
ン
ス
ナ

シ
ョ
ナ
ル
状
況
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
プ
ロ
セ
ス
の
両
陣
営
が
存
在
し
、
そ
の
両
者
に
よ
る
新
た
な
権
力
関
係
、
競
争
関
係
、
紛
争
、
重
な
り
合

い
が
発
生
す
る
状
況
で
あ
る
。」

　
以
上
の
よ
う
な
《
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
》
の
枠
組
み
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
は
、
近
代
が
前

提
と
し
て
い
た
「
公
共
的
な
る
も
の
＝
国
民
国
家
」
と
い
う
図
式
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
、「
公
共
的
な
る
も
の
」
に
対
す
る
新
た
な

フ
ィ
ー
ル
ド
の
可
能
性
を
《N

ational netw
ork-Transnational netw

ork

》
の
関
係
性
に
お
い
て
常
に
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
る
と
言
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え
る
。
そ
し
て
ベ
ッ
ク
は
、
そ
の
新
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
を
常
に
模
索
し
続
け
る
姿
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
形
態

―
再
帰

型
国
家

―
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
と
い
）
18
（

う
。
つ
ま
り
、national-netw
ork

とtransnational-netw
ork

と
が
混
在
す
る
現
在

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
何
か
﹇W

hat is Europe?

﹈」
と
い
う
問
に
対
し
て
、
断
定
的
回
答
を
見
出
す
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
が
こ
の
問
い
に
対
し
て
一
定
の
回
答
を
試
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
が
唯
一
な
せ
る
こ
と
は
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
は
何
だ
っ
た
の
か
﹇W

hat w
as Europe?

﹈」、
と
い
う
過
去
の
あ
る
時
点
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
の
認
識
の
み
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
将
来
に
於
い
て
で
し
か
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
いsui generis

な
状
態
こ
そ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
対
応
し
た
社

会
の
姿
で
あ
る
と
ベ
ッ
ク
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、「
将
来
か
ら
過
去
を
振
り

返
っ
た
時
に
認
識
可
能
な
モ
ノ
」
で
あ
る
と
い
う
受
動
的
姿
勢

0

0

0

0

0

で
は
な
い
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
が
提
起
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、
将
来
的
に
生
じ
る
問
題

―
労
働
市
場
・
環
境
・
社
会
国
家
・
国
際
移
民
・
政
治
的
自
由
・
基
本
権

な
ど

―
に
対
す
る
政
治
的
回
答
を
構
築
す
る
能
動
的
姿
勢

0

0

0

0

0

を
有
し
た
も
の
で
あ
）
19
（
る
。

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
都
市
社
会
学
者
Ｓ
．
サ
ッ
セ
ン
﹇Saskia Sassen

﹈
も
同
様
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
をnational-

transnational

が
混
成
す
る
時
間
的
／
空
間
的
集
合
体
の
形
成
と
し
て
定
義
づ
け
）
20
（
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
事
象
と
し
て
、
金
融
セ
ン

タ
ー
の
市
場
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
、
ロ
ー
カ
ル
な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
活
動
家
の
電
子
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
、
国
内
裁
判
所
を
介
し
た
Ｗ

Ｔ
Ｏ
や
国
際
商
事
仲
裁
な
ど
の
司
法
管
轄
権
の
発
展
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
層
的
複
雑
性
を
有
し
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
は
、
①
各
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
だ
け
で
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
だ
け
で
も
な
く
、
②
各
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
集
団
は
、

異
な
る
時
間
／
空
間
秩
序
を
形
成
し
、
③
イ
ベ
ン
ト
性
に
富
ん
だ
参
画

―
つ
ま
り
、
明
確
な
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
参
画
を
可

能
に
す
る
空
間

―
を
生
み
出
す
こ
と
を
可
能
せ
し
め
る
、
と
い
う
三
つ
の
特
徴
を
有
す
る
も
の
だ
と
サ
ッ
セ
ン
は
指
摘
す
）
21
（
る
。
つ
ま
り
、

サ
ッ
セ
ン
が
想
定
す
る
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
に
お
け
る
社
会
像
も
ま
た
、
包
括
的
に
は
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
いnational-

transnational

な
ア
ク
タ
ー
集
団
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
）
22
（
る
。
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ま
た
、
こ
の
よ
う
な
（
価
値
中
立
的
）
変
容
論
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
言
説
は
、
日
本
に
お
い
て
も
歴
史
及
び
物
語
に
注
目
し
て

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
分
析
を
哲
学
者
鹿
島
徹
が
行
っ
て
い
る
。
鹿
島
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
《
三
つ
の
九
・
一
一
＝
一
九
七
三
年

米
国
の
関
与
に
よ
る
ピ
ノ
チ
ェ
ト
政
権
の
確
立
・
二
〇
〇
一
年
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
・
二
〇
〇
五
年
郵
政
選
挙
に
よ
る
小
泉
自
民
党
の
圧

勝
》
と
表
し
、《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
の
実
体
を
「
新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
分
析
す
）
23
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

鹿
島
の
主
眼
は
、
当
該
現
象
と
し
て
の
《
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
》
を
規
範
的
な
も
の
と
し
て
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
応
し
つ
つ
、

如
何
に
し
て
哲
学
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
ジ
ョ
ン
論
を
構
築
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
）
24
（
る
。
つ
ま
り
、
世
界
シ
ス
テ
ム
を
動
か
す
新
自
由
主

義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
支
持
す
る
《
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
》
と
区
別
さ
れ
る
、
格
差
是
正
や
環
境
問
題

―
憲
法
学
に
お
い
て
は
、

人
権

―
に
対
処
す
る
た
め
の
人
々
の
自
由
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拡
大
／
促
進
す
るalternative

な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

論
の
提
起
を
思
考
す
る
の
で
あ
る
。《
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
》
へ
の
対
抗
と
し
て
のalternative

の
提
示
が
必
要
と
さ
れ
る
具
体
的
領
域
に

関
し
鹿
島
は
、
①
「
新
自
由
主
義
」
そ
の
も
の
が
有
す
る
「
大
き
な
物
語

―
強
固
な
公
共
世
論
形
成
能
力

―
」
に
関
す
る
も
の
、
②

新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
生
じ
る
国
内
構
造
の
変
容
に
対
抗
す
る
た
め
に
生
じ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

論
に
関
す
る
も
の
、
③
新
自
由
主
義
的
人
格
像

―
現
在
に
お
け
る
消
費
欲
求
充
実
を
自
己
目
的
化
／
将
来
に
お
け
る
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア

ン
ド
・
ビ
ル
ド
の
無
限
反
復
志
向
／
過
去
に
お
け
る
多
様
な
人
生
を
排
除
し
た
「
文
化
伝
統
」
へ
の
自
己
同
一
化

―
に
関
す
る
も
）
25
（

の
。

こ
の
三
つ
が
《
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
》
に
対
す
るalternative
な
《
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
》
論
と
し
て
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
、
当
該alternative

の
提
示
は
、
従
来
の
近
代
国
民
国
家
体
制
に
お
い
て
憲
法
学
が
な
し
て
い
た
こ
と
と
断
絶
的
な
、

新
た
な
営
為
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
従
来
の
近
代
国
民
国
家
体
制
に
お
い
て
も
、「
公
共
性
の
回

路
」
と
し
て
の
《
国
家
》
が
常
に
《
理
性
的
》
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
憲
法
学
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
を
「
よ
り
理
性
的
な
も

の
と
す
る
」
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関
係
は
、《
断
絶
》
で
は
な
く
、《
発
展
性
》
を
有
す
る
も
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
伝
統
的
な
憲
法
学
的
志
向
と
明
確
に
異
な
る
の
は
、
所
与
を
《
国
家
秩
序
》
と
す
る
か
《
グ
ロ
ー
バ
ル
秩
序
》
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と
す
る
の
か
と
い
う
差
に
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
社
会
学
・
社
会
哲
学
と
い
う
学
問
領
域
で
提
起
さ
れ
て
い
る
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》
と
い
う
社
会
現
象
を
、
規
範
学
と

し
て
の
憲
法
学
が
思
考
し
て
い
く
た
め
の
緒
論
点
を
前
述
三
者
が
共
通
し
て
提
起
し
て
い
る 

“transnational field

” 

及
び 

“National 

identity
” を
巡
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
《
主
体
》
を
い
か
に
解
し
て
い
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、
以
下
そ
の
概
要
を
確
認
し
て
い
く
。

三
　
憲
法
学
的
論
点
と
し
て
の
《
グ
ロ
ー
バ
ル
化
》

　
―
《
主
体
》
と
し
て
のN

ation

の
相
対
化

㈠
　
近
代
憲
法
学
に
お
け
るN

ation

像

　
そ
も
そ
も
我
々
が
提
起
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
社
会
現
象
が
提
起
す
る
以
前
の
近
代
憲
法
学
が
前
提
と
す
る
「
公
共
的
な
る
も
の

﹇res publica

﹈」
と
は
い
か
な
る
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
探
る
に
は
、
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
を
境
に
発
生
し
た

新
た
な
時
間
的
空
間
で
あ
る
《
近
代
﹇m

odern

﹈》
を
繙
く
必
要
が
あ
る
。

　
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
前
の
中
世
社
会
で
は
、
君
主
た
り
と
も
至
上
の
権
力
は
有
し
て
お
ら
ず
、
諸
権
力
は
、
君
主
も
含
め
、

ロ
ー
マ
教
皇
や
諸
候
、
自
治
都
市
な
ど
の
存
在
に
よ
っ
て
分
散
的
な

―
「
君
主
は
何
人
の
下
に
も
有
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
神
と
法
の

下
に
あ
る
べ
き
だ
」
と
説
か
れ
て
い
た
と
お
り
、
君
主
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
神
託
お
よ
び
特
権
貴
族
と
の
相
互
依
存
関
係
に
基
礎
を
置

く

―
状
態
に
あ
っ
）
26
（
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
後
の
近
世
社
会
に
お
い
て
、
一
六
世
紀
に
絶
対
主
義
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
、
次
第
に
君

主
が
全
て
の
諸
権
力
を
包
括
的
に
有
す
る
存
在
と
し
て
体
現
さ
れ
、
ル
イ
一
四
世
の
「
朕
は
国
家
な
り
﹇L

’État, c

’est m
oi

﹈」
と
い
う
フ

レ
ー
ズ
通
り
、「
公
共
的
な
る
も
の
﹇res publica

﹈」
の
化
身
と
し
て
の
君
主
に
、
統
一
的
諸
権
力
が
帰
属
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
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あ
）
27
（
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
統
一
的
諸
権
力
の
君
主
へ
の
帰
属
が
、
Ｊ
．
ボ
ダ
ン
﹇Jean Bodin

﹈
が
主
権
﹇souveraineté

―
至
上
性
の

義

―
﹈
と
定
義
づ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
対
外
的
に
は
ロ
ー
マ
教
皇
に
対
す
る
独
立
を
意
味
し
、
対
内
的
に
は
諸
貴
族
や
特

権
的
中
間
団
体
に
対
す
る
優
位
性
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
主
権
概
念
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
一
七
八
九
年
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
契
機
と
し
、
近
代
憲
法
学
が
前
提
と
す
る
近
代
社
会
は
発
生
す
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
近
代
憲

法
に
お
け
る
主
体
は
い
か
に
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
樋
口
陽
一
が
指
摘
す
る
通
り
、
近
代
社
会
の
構
造
は
フ
ラ
ン
ス
革

命
思
想
を
忠
実
に
表
明
す
る
一
七
八
九
年
「
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
宣
言
﹇D

éclaration des droits de l

’hom
m
e et du citoyen du   26 

août 1789

﹈」
に
お
け
る
“hom

m
e

”と
“citoyen

”の
緊
張
関
係
性
か
ら
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
）
28
（

る
。「
公
共
空
間
に
お
け
る
個
と
し
て
の

“citoyen

” 

―
私
的
空
間
に
お
け
る
個
と
し
て
の
“hom

m

）
29
（e

”」
と
い
う
図
式
は
、
そ
も
そ
も
近
代
社
会
が
前
提
と
す
る
公
私
二
分
論
の

表
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
一
七
九
一
年
ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
﹇Loi le Chapelier

﹈
に
よ
り
、
中
世
社
会
か
ら
の
残
存
で
あ
っ
た

特
権
的
中
間
団
体
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
で
、
私
的
空
間
に
存
在
す
る
モ
ノ
はhom

m
e

の
み
と
な
）
30
（
り
、
さ
ら
に
一
七
九
一
年
九
月
三
日
憲

法
の
諸
公
権
力
﹇des pouvoirs publics

﹈
に
関
す
る
第
３
章
は
、
そ
の
一
条
に
お
い
て
「
主
権
は
、
不
可
分
、
非
譲
渡
的
か
つ
不
可
侵
な

も
の
で
あ
り
、nation

に
帰
属
す
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
旧
体
制
下
で
公
共
性
の
化
身
と
し
て
主
権
の
保
持
者
で
あ
っ
た
君
主
に
代
替

し
、
公
共
空
間
は
諸
国
民

0

0

の
抽
象
的
総
体
と
し
て
のnation

に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
こ
と
で
、nation

がres publica

の
化
身
と
し
て

主
権

―
つ
ま
り
、
一
切
の
個
人
／
団
体
に
対
し
て
も
優
位
す
る
統
一
的
至
上
的
権
力

―
を
独
占
す
る
の
で
あ
）
31
（

る
。

　
ま
さ
し
く
近
代
憲
法
が
前
提
と
す
る
近
代
国
民
国
家
型
社
会
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
的
な
空
間
に
お
け
る
個
﹇=hom

m
e

﹈

―
公

共
空
間
に
お
け
る
個
﹇=citoyen

﹈」
と
い
う
緊
張
関
係
を
有
し
た
個
人
お
よ
び
国
家
権
力
の
み
が
ア
ク
タ
ー
と
し
て
標
榜
さ
れ
、
一
切
の

中
間
団
体
も
公
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
は
存
在
し
え
ず
、
独
占
的
に
公
共
性
を
標
榜
す
る
の
はnation

（
＝
国
民
）
だ
け
と
い
う
、

“individu-nation

”の
二
極
対
立
型
社
会
が
近
代
国
民
国
家
で
あ
る
と
い
え
）
32
（

る
。
そ
の
た
め
、
“res publica

”をnation

の
み
が
標

榜

―
ベ
ッ
ク
の
表
現
を
借
用
す
る
な
ら
“self-enclosed

” 

―
す
る
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、nation

の
外
的
存
在

―
主
体
的
に
は
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非N
ation

で
あ
る
外
国
籍
保
持
者

―
は
、《N

arrative

と
し
て
の
近
代
国
民
国
家
社
会
》
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
異
分
子
と
し

て
の
み
登
場
す
る
の
で
あ
）
33
（

る
。

㈡
　
主
体
に
関
す
るN

ation

の
相
対
化

　
　

―
国
籍
﹇N

ationalité

﹈
に
基
づ
く
二
分
論
（
性
質
論
）
の
再
提
起

　
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
社
会
現
象
か
ら
提
起
さ
れ
る
憲
法
上
の
権
利
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
国
籍
の
有
無
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る

国
民
／
外
国
人
の
二
分
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
該
二
分
論
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
判
）
34
（

決
が
示
す
通
り
、「
基
本
的
人

権
の
保
障
は
、
権
利
の
性
質
上
日
本
国
民
の
み
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
モ
ノ
を
除
き
外
国
人
に
対
し
て
も
等
し
く
及
ぶ
」

と
い
う
権
利
の
性
質

0

0

0

0

0

に
基
づ
い
た
国
籍
に
基
づ
く
区
別
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
が
国
憲
法
学
に
お
い
て
、
外
国
人
に
対
し

て
権
利
制
約
が
許
容
さ
れ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
①
参
政
権
、
②
社
会
権
、
③
出
入
国
の
権
利
、
な
ど
の
権
利
が
挙
げ
ら

れ
）
35
（
る
。

　
前
述
の
よ
う
な
、
わ
が
国
憲
法
学
に
お
い
て
通
説
的
理
解
と
な
っ
て
い
る
「
性
質
論
」
に
基
づ
い
た
国
籍
を
絶
対
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と

す
る
二
分
論
に
対
し
一
定
の
異
議
を
唱
え
る
論
者
と
し
て
、
浦
部
法
穂
が
挙
げ
ら
れ
）
36
（
る
。
近
代
憲
法
が
国
民
国
家
の
枠
組
を
所
与
の
前
提

と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
対
し
浦
部
は
、
当
該
「
所
与
」

―
特
に
国
民
共
同
体
に
基
づ
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
の
機
能
不
全
を
理
由
と

し
た
変
革
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
、「
国
籍
」
に
基
づ
く
二
分
論
で
は
な
く
、
各
々
の
生
活
実
態

―
つ
ま
り
、
居
住
性

﹇D
enizen

﹈

―
に
基
づ
く
区
別
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
浦
部
理
論
の
根
底
は
、
一
国
の
政
治
・
社
会
・
経
済
問
題
な
ど
が
そ
の
国
家

内
部
の
み
で
完
結
し
え
な
い
時
代
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
主
体
に
関
す
る
《N

ation

の
相
対
化
》
を
必
要
と
す
る
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
反
映
さ
せ
た
思
考
と
も
適
合
的
な
主
張
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
同
様
に
、
憲
法
思
想
的
側
面
か
ら
主
体
に
関
す
るN

ation

の
相
対
化
を
主
張
す
る
論
者
と
し
て
、
愛
敬
浩
二
が
い
る
。
愛
敬
の
主
張
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は
、
近
代
憲
法
学
の
前
提
と
な
る
社
会
契
約
論
に
お
け
るN

ation

の
役
割
を
再
確
認
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
理
解
に
対
し
て
転
回
を
迫

る
も
の
で
あ
る
。
愛
敬
は
“Nation

”を
、
社
会
契
約
に
基
づ
い
た
《
人
的
共
同
体
》
と
、
近
代
主
権
国
家
と
い
う
《
領
域
共
同
体
》
と

の
接
続
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
担
う
モ
ノ
と
し
て
描
き
出
し
、
そ
の
接
合
に
よ
り
発
生
し
た
の
が
国
民
国
家
で
あ
る
と
い
）
37
（
う
。
つ
ま
り
、

社
会
契
約
に
よ
っ
て
「
共
通
の
法
に
従
う
こ
と
」
を
約
束
し
た
人
的
共
同
体
と
、
主
権
国
家
の
下
に
住
む
領
域
共
同
体
の
両
方
を
接
合
す

る
も
の
と
し
てN

ation

が
生
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
で
あ
っ
て
も
定
住
者
等
は
「
共
通
の
法
に
従
う
こ
と
」
を
約
束
し
た
も
の
で

あ
り
、N

ation

に
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
の
た
め
愛
敬
は
、
従
来
の
判
例
お
よ
び
通
説
に
お
け
る
「
外
国

人
の
権
利
」
に
関
す
る
思
考
形
式
の
転
換
を
主
張
す
る
。
従
来
型
で
は
、
第
一
に
国
籍
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
二
分
論
を
展
開
し
た
上

で
、
第
二
に
、
第
一
段
階
で
排
除
さ
れ
た
外
国
人
を
国
際
協
調
主
義
の
観
点
か
ら
権
利
の
性
質
を
考
慮
し
た
上
で
ど
こ
ま
で
保
障
が
な
さ

れ
る
か
、
と
い
う
思
考
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
主
体
に
関
す
るN

ation

に
よ
る
独
占
状
態

―
具
体
的
に
は
、
裁
量
問
題
と
し
て

切
り
捨
て
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
状
況

―
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
愛
敬
言
説
に
お
け
る
検
討
順
序
は
、
第
一
に
「
人
権
の

普
遍
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
民
／
外
国
人
の
区
別
な
く
一
応
に
保
障
が
及
ぶ
と
し
た
上
で
、
第
二
に
国
籍
に
基
づ
い
て
区
別
を
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
正
当
化
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
順
序
で
考
え
る
こ
と
で
、
主
体
の
問
題
が
「
裁
量
問
題
」
と

し
て
単
純
に
切
り
捨
て
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る
区
別
正
当
化
の
立
証
義
務
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
外
国
人
へ
の
参
政
権
付
与
を
否
定
す
る
思
考
に
対
し
て
は
、
民
族
的
＝
文
化
的
共
同
体
と
し
て
のN

ation

像
を
前
提
と
し
て
い
る

た
め
、
社
会
契
約
に
基
づ
く
外
国
人
のN

ation

へ
の
編
入
を
拒
絶
す
る
の
だ
ろ
う
、
と
批
判
を
行
っ
て
い
る
。

　
長
谷
部
恭
男
は
、
人
権
の
普
遍
性
と
い
う
前
提
を
貫
徹
す
る
た
め
に
「
外
国
人
の
人
権
」
と
い
う
タ
ー
ム
自
体
、
そ
し
て
そ
の
権
利
が

在
留
制
度
の
枠
組
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
問
題
提
起
を
行
い
、
国
民
／
外
国
人
二
分
論
に
対
す
るradical

な
分
析
を
行
う

論
者
で
あ
）
38
（

る
。
長
谷
部
は
、
愛
敬
言
説
に
お
け
る
外
国
人
に
対
す
る
区
別
の
正
当
化
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
長
谷
部
が
区
別
正
当
化
の

可
能
性
と
し
て
、
①
相
互
扶
助
組
織
と
し
て
の
国
家
（
国
籍
）、
②
特
別
な
関
係
性
と
し
て
の
国
籍
、
③
調
整
問
題
を
解
決
す
る
指
標
と
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し
て
の
国
籍
、
を
挙
げ
て
正
当
化
が
可
能
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
長
谷
部
の
結
論
と
し
て
は
、
②
及
び
③
と
解
す
る
こ
と
で
一
定
の
区

別
は
効
率
化
の
下
に
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
長
谷
部
は
、
ラ
イ
フ
・
セ
ー
バ
ー
の
例
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
国
籍
区
別
に
よ
る
効
率
性
（
＝
正
当
化
）
を
説
明
し
て
い
る
が
、
流
れ
が
激
し
い
海

―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
基
づ
く
流
動
的
社

会

―
に
お
い
て
も
そ
の
正
当
化
が
可
能
か
は
再
考
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
）
39
（
う
。

　
前
述
三
人
の
論
者
は
、
憲
法
学
が
所
与
の
存
在
と
し
て
想
定
す
る
抽
象
的
存
在
で
あ
る
「
国
（
民
）﹇N

ation

﹈」
そ
し
て
、
そ
の
構
成

員
資
格
と
し
て
の
「
国
籍
」
と
の
単
純
な
連
結
に
対
す
る
再
検
討
お
よ
び
正
当
化
可
能
性
を
検
討
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
わ
が
国
に
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
た
非N

ation

の
存
在
（ex. 

在
日
コ
リ
ア
ン
等
）
に
起
因
す
る
問
題
提
起
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う

な
非N

ation

に
起
因
す
る
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
今
後
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
に
つ
れ
、
よ
り
顕
在
化
す
る
可
能
性
を
有
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四
　「
主
体
に
関
す
るN

ation

の
相
対
化
」
言
説

　
　

―
《《
国
籍
﹇N

ationalité

﹈》＝《
市
民
権
﹇Citoyenneté

﹈》》
構
図
再
考

　
そ
も
そ
も
、「
国
籍
＝
参
政
権

≒

市
民
権
」
と
い
う
構
図
は
必
然
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
関
し
て
は
、

国
籍
取
得
要
件
を
下
げ
る
こ
と
で
外
国
籍
者
を
柔
軟
に
《
帰
化
さ
せ
る
／
す
る
》
国
籍
法
運
用
を
す
る
こ
と
で
、
外
国
籍
者
が
国
籍
取
得

を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
一
の
国
民
と
し
て
平
等
に
取
り
扱
う
方
法
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
、
外
国
籍
者
を
非
国
籍
保
持
者
と
し

て
国
籍
保
持
者
と
は
別
個
に
扱
っ
た
上
で
、
社
会
政
治
的
権
利
＝
社
会
的
承
認

―
市
民
権
の
承
認

―
を
与
え
る
、
と
い
う
方
法
も
考

え
ら
れ
、
当
該
問
題
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
は
二
つ
の
対
応
が
考
え
ら
れ
）
40
（

る
。
前
者
が
伝
統
的
な
国
家
中
心
主
義
的

―
超
国
家
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的

―
思
考
で
あ
る
の
に
対
）
41
（
し
、
後
者
は
従
来
絶
対
的
存
在
で
あ
っ
た
国
家
そ
の
も
の
、
そ
し
て
そ
の
帰
属
資
格
と
し
て
の
国
籍
を
相
対

化
す
る

―
一
部
の
論
者
は
こ
れ
をPost-N

ational

と
呼
称
す
る

―
流
れ
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
市
民
﹇Citoyen

﹈
と

い
う
概
念
が
重
視
さ
れ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
を
事
例
に
「
国
籍
＝
市
民
権
﹇N

ationalité=Citoyenneté

﹈」
構
図
の
再
検
討
（
再
確
認
）
を

行
っ
て
い
く
。

㈠
　（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
）《
国
籍
＝
市
民
権
》
と
い
う
図
式
の
登
場

　
市
民
権
﹇citoyenneté
﹈
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
政
治
哲
学
者
Ｅ
．
タ
ッ
サ
ン
﹇Étienne Tassin

﹈
が
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
と
市
民
の
関
係
性
を
歴
史
的
概
念
変
遷
に
基
づ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
彼
の
分
析
を
ベ
ー
ス
と
し
て
《
国
籍
＝
市

民
権
》
と
い
う
図
式
に
対
し
て
再
検
討
を
促
し
た
い
と
思
）
42
（
う
。

　
タ
ッ
サ
ン
曰
く
、N

ation

概
念
は
既
に
一
二
世
紀
か
ら
発
生
し
て
い
た
の
に
対
し
、
国
籍
﹇N

ationalité

﹈
と
い
う
タ
ー
ム
が
生
じ
た

の
は
一
九
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
当
該
タ
ー
ム
は
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
二
つ
の
意
味
を
包
摂
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

第
一
に
、
歴
史
、
伝
統
、
そ
し
て
共
通
の
起
源
を
有
し
た
諸
個
人
の
集
団
を
意
味
し
、
第
二
に
、
実
存
的
人
格
﹇personnes physiques

﹈

を
国
家
に
連
結
さ
せ
る
関
係
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
）
43
（

る
。
つ
ま
り
前
者
は
、
過
去
の
歴
史
性
な
ど
のnarrative

に
基
づ

い
て
形
成
さ
れ
た
生
来
的

0

0

0

共
同
体
﹇com

m
unauté native

﹈
に
依
拠
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
共
同
体
性
と
い
う
よ
り
も
、
契
約
や
選
択

に
基
づ
い
た
純
粋
に
政
治
的
関
係
性
﹇lien proprem

ent politique
﹈
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
当
時
の
国
籍
概
念
を
反
映

さ
せ
た
形
で
、
近
代
法
に
お
け
る
国
籍
概
念
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
法
に
お
け
る
国
籍
と
は
、《
ナ
シ
ョ
ナ
ル
共
同
体

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
﹇identié com

m
unautaire nationale

﹈》
と
《
国
家
と
の
政
治
的
関
係
性
﹇lien politique à l

’État

﹈》
と
が
結
合
し

た
法
的
制
度
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
意
味
が
結
合
し
た
国
籍
概
念
は
、
市
民
権
概
念
と
連
結
す
る
必
要
が
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あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
来
的
か
つ
文
化
的
な
《
国
籍
》
が
、
政
治
的
存
在
と
し
て
公
的
承
認
を
受
け
る
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
規

範
制
定
、
制
度
設
計
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
を
《
国
籍
》
自
ら
の
存
在

―
概
念

―
で
は
為
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、《
国
籍
》
に
先

行
す
る
政
治
的
存
在
と
し
て
の
市
民
権

―
つ
ま
り
、
公
的
か
つ
作
為
的
人
格

―
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
）
44
（
る
。
そ
の
た
め
、
一
七
八
九

年
の
人
お
よ
び
市
民
の
諸
権
利
宣
言
に
お
い
て
は
、
市
民
権
が
国
籍
を
担
保
す
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
優
位
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
革
命
期
に
お
け
る
市
民
権
と
国
籍
の
密
接
な
関
係
性
は
維
持
さ
れ
た
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
成
立
に
よ
り
市
民
権
の
優
位

性
が
転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
）
45
（
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
﹇code N

apoléon

﹈
に
国
籍
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
市
民
（citoyen

）
が
ナ
シ
ョ

ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
表
明
す
る
民
法
典
が
定
義
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
部
分
集
合
と
し
て
の
理
解
が
示
さ

れ
る
の
で
あ
）
46
（
る
。
つ
ま
り
、
元
々
は
《
市
民
権
》
が
国
民
と
し
て
の
地
位
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
な
る
形
態
﹇m

ode d

’être 

politique

﹈
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
的
か
つ
民
事
的
権
利
の
保
持

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
完
全
な
権
利
を
有
す
る
構
成
員
と
し
て
認
め
た
者
に
対
す
る
特
権
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
、「
国
籍
を
担
保
す
る
存
在
と
し
て
の
市
民
権
」
と
い
う
発
想
を
、
逆
に
「
市
民

権
を
担
保
す
る
存
在
と
し
て
の
国
籍
」
と
い
う
思
考
へ
と
転
回
さ
せ
る
こ
と
で
、《
市
民
権
》
お
よ
び
《
市
民
》
が
、《
国
籍

―
つ
ま
り
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

―
》《
国
籍
保
持
者
》
へ
と
融
解
す
る
状
況
を
生
じ
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

㈡
　（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
）《
国
籍≠
市
民
権
》
と
い
う
図
式
の
提
起

　
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
《
市
民
権
》
を
融
解
す
る
と
い
う
状
況
が
新
た
な
展
開
を
迎
え
た

の
が
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
を
巡
る
問
題
で
あ
っ
た
、
と
タ
ッ
サ
ン
は
分
析
す
）
47
（
る
。

　
そ
も
そ
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
、
王
政
復
興
期
の
一
八
三
〇
年
に
植
民
地
化
さ
れ
た
が
、
当
時
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
は
区
別
さ
れ
た

別
個
の
外
部
的
存
在
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
お
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
（nationaux français

）
と
し
て
の
承
認
は
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さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
男
子
普
通
選
挙
が
施
行
さ
れ
た
第
二
共
和
制
期
の
一
八
四
八
年
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
準
海
外

県
﹇departm

ents français d

’Algérie

﹈
と
し
て
の
地
位
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
、
三
つ
の
県
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
人

﹇français
﹈
と
し
て
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
適
用
さ
れ
る
法
規
は
、
本
土
の
も
の
と
は

異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
に
対
し
て
は
、
一
定
の
権
利
制
限
が
為
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
）
48
（

る
。
そ
の
た
め
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人

は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
市
民
権
保
持
者
で
は
な
い
と
い
う
、
国
籍
と
市
民
権
と

の
分
化
が
発
生
し
た
の
で
あ
）
49
（

る
。
そ
の
後
、
第
三
共
和
制
期
の
一
八
八
一
年
七
月
二
八
日
法
律
に
よ
っ
て
「
原
住
身
分
法
﹇code de  

l

’indigéant

﹈」
が
成
立
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
「
国
民
的
市
民
﹇citoyens nationaux

﹈」
と
し
て
完
全
な
諸
権
利
を
有
し
て
い
た
の

と
は
対
照
的
に
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
身
分
は
有
し
な
が
ら
も
「
フ
ラ
ン
ス
臣
民
﹇sujets français

﹈」
の
地
位
に

置
か
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
人
頭
税
の
対
象
と
な
り
な
が
ら
、
賦
役
を
課
さ
れ
、
ま
た
容
易
に
刑
罰
を
科
さ
れ
る
身
分
に
陥
ら
れ
る

こ
と
で
、
国
民
で
あ
り
な
が
ら
も
、
市
民
権
の
み
な
ら
ず
一
切
の
人
権
を
も
剝
奪
さ
れ
る
状
況
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
第
四
共
和
制
が
成
立
す
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
国
籍
と
市
民
権
と
の
分
化
状
況
が
変
容
を

迎
え
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
一
九
四
六
年
五
月
七
日
法
律
（
通
称
、Lam

ine-G
ueye

法
）
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
海
外

領
土
﹇territoire d

’outre m
er

﹈
の
住
民
に
対
し
て
も
フ
ラ
ン
ス
市
民
と
同
等
の
権
利
が
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
域
内
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
フ
ラ
ン
ス
本
土
で
市
民
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り

当
該
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
に
付
与
さ
れ
た
市
民
権
はnational

な
も
の
で
は
な
く
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
本
土
に
限
定
さ
れ
たlocal

な
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
一
部
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
部
分

的

―non national

―
な
市
民
権
が
承
認
さ
れ
た
状
況
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
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㈢
　（
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
）
脱
国
家
的
市
民
権
の
提
起

　
　

―
欧
州
統
合
に
よ
る
脱
国
家
的
政
治
空
間
の
発
生

　
上
述
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
お
け
る
《
市
民
権
》
と
《
国
籍
》
と
の
分
化
状
況
は
、
確
か
に
両
者
の
分
化
が
明
確
に
表
明
さ
れ
た
実

例
で
は
あ
る
が
、
市
民
権
の
付
与
に
関
す
る
権
限
を
宗
主
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
が
有
し
て
い
た
点
に
鑑
み
る
と
、
両
概
念
が
完
璧
に
分
化

し
た
も
の
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。
こ
の
点
に
関
し
タ
ッ
サ
ン
は
、
欧
州
統
合
に
よ
る
政
治
的
共
同
体
の
創
出
は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策

で
生
じ
た
概
念
分
化
と
同
様
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
分
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
の
性
質
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
）
50
（

る
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
欧
州
統
合
に
よ
っ
て
発
生
し
た
Ｅ
Ｕ
は
、
従
来
市
民
権
を
付
与
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
国
民
国
家
で
は
な
く
、

―

sui generis

な

―
非
国
家
的
か
つ
純
粋
に
政
治
的
共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
民
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
し
て
タ
ッ
サ
ン
は
次
の
よ
う
な
言
及
を
す
）
51
（
る
。

「
純
粋
にpostnational

な
欧
州
市
民
権
の
発
生
は
、
次
の
よ
う
な
非
国
家
的
居
住
者
参
加
型
の
原
則
を
現
実
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
社

会
制
度
が
各
々
の
社
会
﹇
例
え
ば
社
会
保
障
や
企
業
委
員
会
な
ど
﹈
に
対
応
し
た
形
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
。
第
二
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ベ
ル
ギ
ー
や
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ス
イ
ス
の
ヌ
ー
シ
ャ
テ
ル
の
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
外
の
国
々
で
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
政

治
的
決
定
機
関
が
地
方
自
治
体
で
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。」

　
つ
ま
り
タ
ッ
サ
ン
の
主
張
に
よ
る
と
、
国
籍
と
は
、
文
化
的
／
歴
史
的
と
い
うnarrative

に
依
拠
す
る
共
同
体
を
形
成
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
と
は
対
象
的
に
《
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
市
民
権
》
と
は
、
実
体
的
関
係
性
に
依
拠
し
た
政
治
的
共
同
体

を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
既
に
確
認
し
て
き
た
と
お
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
よ
り
市
民
権
が
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国
籍
（
＝
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
）
へ
と
融
解
す
る
こ
と
で
、
政
治
的
共
同
体
を
構
成
す
る
《
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
し
て
の
市
民
権
》
も
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
へ
と
融
解
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
的
共

同
体
が
す
べ
て
文
化
的
／
歴
史
的
共
同
体
と
し
て
の
《
国
家
的
な
る
も
の
（national

）》
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
る
状
況
が
生
じ
る
の
で
あ

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、《
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
市
民
権
》
と
は
、
政
治
的
共
同
体
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
国
籍
が
市
民
権
を
融
解
す
る
近
代
国
民
国
家
社
会
に
お
い
て
は
、
当
該
政
治
的
共
同
体
性
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
へ
と
融
解
さ
れ
、《
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
市
民
権
》
が
《
文
化
的
／
歴
史
的
共
同
体
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
》
と
同

義
に
陥
る
と
い
う
状
況
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。

㈣
　
そ
も
そ
もPost-N

ational

な
市
民
権
と
は
？

　
そ
れ
で
は
、
そ
も
そ
も
《
国
家
的
な
る
も
の
﹇N

ational

﹈》
に
編
入
さ
れ
な
い
構
成
員
資
格
﹇citoyenneté

﹈
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
）
52
（
か
。
国
際
関
係
学
を
専
門
と
す
る
柄
谷
利
恵
子
は
、
国
民
（
国
家
）
型
市
民
権
（N

ational citizenship

）
と
は
区
別
さ
れ
る
市
民

権
を
、「
帝
国
型
市
民
権
﹇The im

perial type of citizenship

﹈」「
複
合
型
市
民
権
﹇The com

posite type of citizenship

﹈」「
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
型
市
民
権
﹇The cosm

opolitan type of citizenship

﹈」
と
三
つ
に
区
別
し
て
説
明
を
行
）
53
（
う
。

　「
帝
国
型
市
民
権
」
と
は
、
植
民
地
支
配
を
介
し
た
軍
事
的
影
響
力
に
限
ら
ず
、
非
公
式
的
な
影
響
力
な
ど
、
多
様
な
手
段
に
よ
っ
て

植
民
地
と
の
支
配
関
係
が
成
立
し
て
い
る
空
間
で
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
）
54
（

う
。
そ
の
た
め
、

―
イ
ギ
リ
ス
帝
国
に
於
い
て
は

―
帝

国
型
市
民
権
保
持
者
間
で
は
、《
文
化
的
同
一
性

―
同
一
の
文
化
的
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
》
ま
で
認
め
ら
れ
る
必
要
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
《
帝
国
の
支
配
下
に
あ
る
と
い
う
制
度
的
枠
組
み
》
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
市
民
権
概
念
は
本
来
平
等
で

あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帝
国
と
植
民
地
と
の
関
係
性
か
ら
市
民
権
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
（
内
容
）
に
は
不
平
等
が
生
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じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
空
間
で
は
、
教
主
国
で
あ
る
帝
国
に
対
し
て
劣
っ
て
い
る
﹇inferior

﹈
と
い
う
観
点
か
ら
諸
従
属
地
帯

﹇peripheries

﹈
は
平
等
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
複
数
の
政
治
集
団
が
条
約
な
ど
に
基
づ
い
て
一
体
の
政
治
体
を
形
成
す
る
「
複
合
型
市
民
権
」
で
あ
）
55
（
る
。
こ
の
複
合
型
市
民
権

は
、
一
方
的
﹇unilateral

﹈
な
帝
国
型
と
は
異
な
り
、
対
等
な
相
互
間
で
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
当
該
統
合
形
態
に
は
二
種
類

に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
国
際
法
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
一
七
一
四
年
か
ら
一
八
一
三
年
の
大
英
帝

国
と
ハ
ノ
ー
バ
ー
朝
と
の
関
係
や
、
一
七
七
八
年
か
ら
一
七
八
七
年
の
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
か
ら
合
衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
が
と
っ
て
い
た
連
合
（=confederation

）
形
態
の
よ
う
な
、
構
成
国
の
み
が
国
際
的
に
法
人
格
を
承
認
さ
れ
る
形
態
で
あ

る
。
こ
の
統
合
形
態
に
お
い
て
は
理
論
的
に
は
、
統
合
体
を
形
成
し
た
後
で
あ
っ
て
も
構
成
国
相
互
間
で
戦
争
を
す
る
こ
と
は
可
能
な
も

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
物
上
連
合
﹇real unions

﹈
と
呼
ば
れ
る
一
八
一
四
年
か
ら
一
九
〇
五
年
間
の
同
一
君
主
を
お
い
て
い
た
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
よ
う
に
、
構
成
国
に
は
国
際
的
に
法
人
格
が
承
認
さ
れ
な
い
が
、
統
合
形
態
に
の
み
承
認
さ
れ
る
形
態
で
あ
る
。

当
該
統
合
形
態
に
お
け
る
市
民
権
の
内
容
は
、
連
合
を
形
成
す
る
条
約
の
内
容
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
帝
国
型
市
民
権
と
同
様
に
、

当
該
連
合
体
内
部
に
は
同
一
の
文
化
・
言
語
な
ど
の
文
化
的
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
を
共
有
す
る
必
要
は
な
い
。

　
第
三
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、《
政
治
的
統
合
体
》
と
い
う
ハ
ー
ド
な
統
合
制
度
体
で
は
な
く
、《
市
民
社
会
》
と
い
う
ソ
フ
ト
な
内

実
を
重
視
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
型
市
民
権
」
で
あ
）
56
（

る
。
こ
の
思
考
枠
組
み
に
お
い
て
、
市
民
の
権
利
義
務
保
障
は
、
統
合
体
が
創
設

す
る
統
治
機
構
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
通
り
諸
国
家
が
当
該
権
利
義
務
保
障
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
当
該
思
考
は
歴
史
的

に
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
思
考
自
体
は
人
類
史
上
古
く
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
イ

ギ
リ
ス
の
国
際
政
治
学
者
リ
ン
ク
レ
ー
タ
ー
（Andrew

 Linklater

）
は
、「
人
権
」
や
「
平
和
」
と
い
う
共
有
さ
れ
た
原
則
を
促
進
す
る

た
め
に
各
国
家
が
共
同
す
る
形
態
を
《
多
元
型
﹇pluralist

﹈》《
連
帯
型
﹇solidarist

﹈》《
ポ
ス
ト
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
型
﹇Post-

W
estphalian

﹈》
と
区
別
し
た
上
で
説
明
し
て
い
る
。《
多
元
型
》
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
情
勢
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
国



法学政治学論究　第115号（2017.12）

168

連
を
基
軸
と
し
た
各
構
成
国
が
各
々
の
空
間
に
お
い
て
自
由
や
平
等
の
確
保
を
行
い
、
当
該
構
成
国
間
で
の
政
治
的
経
済
的
制
度
や
、
文

化
や
倫
理
に
関
す
る
同
一
性
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
《
連
帯
型
》
に
お
い
て
は
、
共
通
の
課
題
に
対
し
て
各
構
成
国
間

で
共
通
の
道
徳
的
原
則
に
対
す
る
同
意
が
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
合
体
と
構
成
国
と
の
主
権
関
係
に
関
す
る
思
考
を

取
り
除
き
、
共
有
さ
れ
た
規
範
及
び
道
徳
を
実
現
さ
せ
て
い
く
思
考
形
式
が
《
ポ
ス
ト
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
型
》
で
あ
る
と
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
旧
憲
法
（
大
日
本
帝
国
憲
法
）
下
の
大
日
本
帝
国
で
は
、
大
英
帝
国
の
よ
う
な
複
数
の
民
族
を
統
合
し
た
国
家
体
制
を

と
っ
て
い
た
も
の
の
、
編
入
し
た
諸
外
国
（
朝
鮮
・
台
湾
・
樺
太
）
を
「
帝
国
的
搾
取
」
を
連
想
す
る
《
植
民
地
》
と
し
て
（
法
的
に
）
扱

う
こ
と
を
避
け
る
が
た
め
）
57
（

に

―
戸
籍
上
「
内
地
」「
外
地
」
と
の
区
別
は
設
け
た
も
の
の

―
同
一
国
籍
（
大
日
本
帝
国
臣
民
）
に
編
入

す
る
こ
と
で
、《
国
籍
＝
市
民
権
》
と
い
う
構
図
は
日
本
の
法
思
考
に
お
い
て
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
58
（
た
。

五
　
結
び
に
か
え
て

　
　

―
国
家
的
市
民
権
﹇Citoyenneté N

ationale

﹈
再
考

　
本
稿
で
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
は
何
か
」
及
び
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
主
体
の
相
対
化
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、

従
来
憲
法
学
に
お
い
て
当
然
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
《
性
質
論
》
へ
の
再
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
し
て

従
来
憲
法
学
に
お
い
て
主
体
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
《
国
籍
保
持
者
（
＝
国
民
＝N

ation

）》
と
い
う
形
式
要
件
に
基
づ
く
概
念
だ
け
で

は
な
く
、《
市
民
―
市
民
権
》
と
い
う
、《
近
代
》
が
成
立
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
重
要
な
主
体
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
実
質
的
概
念
に
対

す
る
再
検
討
／
再
評
価
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
《
憲
法
学
―
公
法
学
的
主
体
》
に
関
す
る
議
論
は
、
日
本
国
憲
法
学
に
お
い
て
は
主
権
論
争
で
行
わ
れ
て
き
た
モ
ノ
で
あ
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る
。
そ
も
そ
も
憲
法
学
に
お
け
る
主
権
論
争
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
後
に
生
じ
た
天
皇
主
権
か
ら
国
民
主
権
へ
の
転
換
を
迎
え
た

こ
と
で
生
じ
た
憲
法
学
者
宮
沢
俊
義
と
法
哲
学
者
尾
高
朝
雄
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
）
59
（

た
。
当
該
論
争
に
於
い
て
宮
澤
は
、
天

皇
主
権
か
ら
国
民
主
権
へ
の
転
換
を
強
調
す
る
こ
と
で
《
国
体
》
は
転
換
を
迎
え
、
当
該
主
権
の
転
換
に
よ
る
新
憲
法
（
日
本
国
憲
法
）

の
特
徴
を
《
民
主
化
》
と
い
う
概
念
を
強
調
し
て
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
大
前
提
の
改
革
と
し
て
、
憲
法
条
文
の
口
語
体
の
採
用
で
あ

る
。
大
日
本
帝
国
国
憲
法
は
、
文
語
体
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
出
さ
れ
て
い
た
判
決
文
も
ま
た
文
語
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
戦
後
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、
平
仮
名
混
じ
り
の
口
語
体
が
採
用
さ
れ
た
。
当
該
法
文
の
口
語
化
は
日
本
文
化
の
口
語

化
で
あ
り
、
文
化
の
民
主
化
を
示
す
も
の
と
し
て
積
極
的
な
評
価
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
該
「
思
考
と
し
て
の
民
主
化
」
を
担
保
す

る
制
度
の
特
質
と
し
て
、
日
本
国
憲
法
前
文
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
国
民
主
権
主
義
及
び
、
日
本
国
憲
法
一
条
の
「
国
民
の
総
意
」
に
基
づ

く
天
皇
制
、
そ
し
て
「
平
和
主
義
（
前
文
、
九
条
、
六
六
条
文
民
統
制
）」「
議
院
内
閣
制
（
六
六
条
）」「

―
大
権
事
項
か
ら
国
会
機
能
へ

の
転
換
を
意
味
す
る

―
国
会
の
機
能
強
化
（
四
一
条
）」「
地
方
自
治
体
に
お
け
る
公
選
制
（
九
三
条
）」「
最
高
裁
判
事
の
国
民
審
査

（
七
九
条
）」「
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
（
一
五
条
）」
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
主
権
か
ら
国
民
主
権
と
い
う

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
転
回
論
に
疑
義
を
示
し
た
の
が
法
哲
学
者
尾
高
朝
雄
で
あ
っ
た
。
尾
高
の
主
張
は
、
宮
澤
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
楽
観
的
国

民
（N

ation

）
像
に
疑
義
を
示
）
60
（

し
、「
公
共
の
利
益
﹇utilité publique

﹈」
に
根
ざ
し
た
「
共
同
の
福
祉
﹇bien com

m
un

﹈」
の
実
現
を
目
指

し
、
正
し
い

0

0

0

《
理
念
》
に
導
か
れ
る
「
ノ
モ
ス
主
権
」
論
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
思
考
を
引
き
継
）
61
（
ぎ
、
そ
の
後
展
開
さ
れ
た
七
〇
年

代
国
民
主
権
論
争
に
お
い
て
樋
口
陽
一
は
、
主
権
及
び
そ
の
実
定
法
的
概
念
で
あ
る
憲
法
制
定
権
力
は
法
治
主
義
的
秩
序
を
突
き
崩
す

Polem
ischer Begriff

と
し
て
永
久
的
に
「
凍
結
」
さ
れ
る
こ
と
）
62
（

で
、「『
国
民
主
権
の
貫
徹
》
と
い
う
形
で
主
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の

実
践
的
欲
求
は
、（
主
権
概
念
で
は
な
く
）
権
力
に
対
抗
す
る
人
権
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
行
う
べ
き
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
）
63
（
も
、
前
述

第
３
章
で
示
し
た
《
市
民
）
64
（

権
》
と
い
う
権
利
概
念
を
ベ
ー
ス
に
研
究
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
た
め
、
今
後
は
《
市
民
―
市
民
権
》
概
念
の
母
国
で
あ
り
、
社
会
思
想
及
び
法
学
的
に
も
重
要
視
さ
れ
て
き
た
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
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国
で
の
歴
史
的
展
開
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
概
念
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
基
づ
く
現
代
的
変
容
が
認
め
ら
れ
る
欧
州
統
合
等
に
起
因

し
た
議
論
を
確
認
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

（
1
）  
日
本
経
済
新
聞
「
社
説
」
二
〇
一
六
年
九
月
一
六
日
付
朝
刊
二
頁
。

（
2
）  A

m
y Rem

eikis, 

“Constitutional crisis leaves Turnbull governm
ent fighting for its political life

”, Aug/18/2017 in Sydney 
M

orning H
erald.

（
3
）  

二
重
国
籍
者
が
ど
れ
ほ
ど
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
公
的
統
計
上
明
確
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
増
加
す
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
点
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
の
調
査
で
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
連
邦
議
会
、
“Dual citizenship in 

Australia （Current issues Brief 5 2000 -01

）” 最
終
検
索
日
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
九
日
） ﹇http://w

w
w.aph.gov.au/About_Parliam

ent/ 
Parliam

entary_D
epartm

ents/Parliam
entary_Library/Publications_Archive/CIB/cib0001/01CIB05#situation

﹈。

（
4
）  P. J. H

anks, A
ustralian constitutional law, 3

rd Edition, pp. 1. 047 -1. 051.

（
5
）  

他
国
へ
の
忠
誠
に
基
づ
く
憲
法
上
の
欠
落
条
項
を
意
識
し
て
母
か
ら
受
け
継
い
だ
ギ
リ
シ
ャ
国
籍
は
放
棄
し
て
い
た
が
、
父
か
ら
受
け
継
い
で

い
る
イ
ギ
リ
ス
国
籍
が
他
国
へ
の
忠
誠
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
、
最
近
に
な
っ
て
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
気
付
か
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
高
等
裁
判
所
の
判
断
を
仰
い
で
い
る
。
ま
た
こ
の
一
件
の
み
な
ら
ず
昨
今
移
民
大
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
連
邦
議
会
の
二
重
国
籍
を
巡
る
憲

法
問
題
と
し
て
、
二
〇
一
七
年
七
月
一
四
日
に
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
と
の
二
重
国
籍
が
問
題
に
な
っ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
緑
の
党
所
属
の

連
邦
上
院
議
員Scott Ludiam

の
議
員
辞
職
を
発
端
に
、
二
〇
一
七
年
だ
け
で
も
七
件
の
二
重
国
籍
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
て
お
り
、
憲
法
危

機
（constitutional crisis

）
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。Am

y Rem
eikis, supra note

﹇2

﹈.

（
6
）  

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
「
国
家
の
相
対
化
」
を
前
提
と
し
た
憲
法
理
論
を
構
築
す
る
も
の
と
し
て
以
下
の
文
献
を
参
照
。
森
英
樹

「『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
』
変
動
と
憲
法
構
造
」『
法
律
時
報
』
七
三
巻
六
号
﹇
二
〇
〇
一
年
﹈
四
九
頁
以
下
、
辻
村
み
よ
子
『
市
民
主
権
の

可
能
性

―
21
世
紀
の
憲
法
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』﹇
有
信
堂
、
二
〇
〇
二
年
﹈
一
‐
一
六
頁
、
山
元
一
「
近
未
来
の
憲
法
理
論
を

考
え
る
」『
法
律
時
報
』
八
〇
巻
六
号
﹇
二
〇
〇
八
年
﹈
六
一
頁
以
下
、
等
。

（
7
）  

現
代
仏
公
法
学
の
大
御
所
で
あ
る
パ
リ
第
二
大
学
教
授O

livier Beaud

は
、
古
典
か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
の
憲
法
﹇droit constitution-

nel

﹈
と
い
う
タ
ー
ム
の
変
遷
、
及
び
基
本
法
﹇lois fondam

entales

﹈
と
の
接
合
に
関
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
でBeaud

は
、
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近
代
に
お
け
るconstitution

と
い
う
タ
ー
ム
に
対
し
、
古
典
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
るpoliteia-

つ
ま
り
、
共
同
体
の
同
意
に
基
づ
い
た
一
般
的
制

度
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
公
共
善
の
追
求

―
の
意
味
を
付
与
す
る
論
者
と
し
て
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
挙
げ
る
。O

livier Beaud, 

“L

’histoire du 
concept de constitution en france - D

e la constitution politique à la constitution com
m
e statut juridique de l

’Etat-

”, in Jus 
politicum

, no. 3, 2009, pp. 11 -13.
（
8
）  
山
元
一
「〈
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
〉
の
中
の
憲
法
学

―
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
憲
主
義
」
の
「
規
範
論
的
転
回
」

―
」『
岩
波
講
座
　
憲
法

5
　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
憲
法
』
長
谷
部
恭
男
他
編
﹇
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
﹈
二
二
七
頁
以
下
。

（
9
）  

こ
こ
で
い
う
「
“ism

” 

の
付
か
な
い
」
と
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
タ
ー
ム
と
互
換
的
に
使
わ
れ
て
い
る 

“Globalism

” 

と
の
区
別
を
強
調

す
る
た
め
に
提
起
す
る
モ
ノ
で
あ
る
。
本
稿
で
も
後
に
述
べ
る
通
り
、
社
会
学
・
社
会
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
科
学
に
お
い
てG

lobalism

と
は
、
新
自
由
主
義
的
傾
向
を
含
意
し
た
モ
ノ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
区
別
さ
れ
た
モ
ノ
（
社
会
現
象
）
を
本
稿

で
は
論
じ
て
い
る
。

（
10
）  D

avid H
eld, A

 globalizing world?: Culture, Econom
ics, Politics, London: Routledge in association w

ith O
pen U

niversity, 
2004, p. 23.

（
11
）  Ibid., p. 22.

（
12
）  H

ugh M
ackay, 

“The globalization of culture?

” in A
 globalizing world? Culture, Econom

ics, Politics, p. 48.

（
13
）  D

avid H
eld, supra note ﹇10

﹈, p. 24.

（
14
）  A

nthony M
cG

rew, 

“Pow
er shift; from

 national governm
ent to global governance?

” in A
 globalizing w

orld? C
ulture, 

Econom
ics, Politics, p. 164.

（
15
）  U

lrich Beck, W
hat is G

lobalization?  Cam
bridge: Polity Press, 2000, p. 9.

（
16
）  U

lrich Beck, supra note ﹇15

﹈, p. 20.

（
17
）  U
lrich Beck, supra note ﹇15

﹈, p. 21.

（
18
）  U

lrich Beck, supra note ﹇15

﹈, pp. 156 -160.

（
19
）  U

lrich Beck, supra note ﹇15

﹈, pp. 158 -159.

（
20
）  Saskia Sassen, Territory, authority, rights: From

 m
edieval to global assem

blage, Princeton U
niversity Press, 2006, pp. 386 -

390.
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（
21
）  Ibid., pp. 401 -423.

（
22
）  

こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
影
響
に
注
目
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
法
学
的
検
討
は
、
憲
法
学
の
み
な
ら
ず
、
法
学
の
前
提
を
思
考

す
る
学
問
で
あ
る
法
哲
学
に
お
い
て
も
注
目
・
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
法
哲
学
で
は
、
従
来
の
国
家
的
正
議
論

―
特
に
、
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
国

内
／
国
際
の
二
分
論

―
の
転
換
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
国
家
間
関
係
の
緊
密
化
を
理
由
と
し
た
「
世
界
正
義
論
」
の
検
討
が
為
さ
れ

て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
井
上
達
夫
が
後
期
ロ
ー
ル
ズ
批
判
を
展
開
す
る
上
で
ロ
ー
ル
ズ
の
《
説
明
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
》
に
対
し
批
判

的
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
井
上
は
、Thom

as Pogge

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
《
制
度
的
加
害
是
正
論
》
を
ベ
ー
ス
と
し
な
が

ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ー
ル
ド
と
従
来
の
国
家
的
正
議
論
と
を
接
合
す
る
道
徳
的
義
務
論
を
展
開
し
て
い
る
。
井
上
達
夫
「
世
界
正
義
論
に
向

け
て
」『
立
教
法
学
』
八
三
号
﹇
二
〇
一
一
年
﹈
一
頁
以
下
、
同
「
正
義
は
国
境
を
越
え
う
る
か

―
世
界
正
義
の
法
哲
学
的
基
礎
」『
現
代
法
哲

学
講
義
』﹇
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
﹈
一
〇
七
頁
以
下
。

（
23
）  

鹿
島
徹
「
探
求
　
9
・
11
以
降
、
歴
史
を
語
る
こ
と

―
物
語
り
論
か
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
論
へ
」『
岩
波
講
座 

哲
学
11
：
歴
史
／
物

語
の
哲
学
』﹇
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
﹈
二
〇
四
頁
以
下
。

（
24
）  

同
右
・
鹿
島
徹
・
二
一
〇
‐
二
一
四
頁
。

（
25
）  

前
掲
注
（
23
）・
鹿
島
徹
・
二
三
一
‐
二
三
三
頁
。

（
26
）  

樋
口
陽
一
『
比
較
憲
法
』﹇
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
﹈
四
二
一
頁
。

（
27
）  

し
か
し
な
が
ら
樋
口
は
、
絶
対
王
政
期
で
あ
っ
て
も
そ
の
社
会
編
成
原
理
は
身
分
制
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
の
権
力
構
造

は
貴
族
な
ど
の
特
権
階
級
及
び
、
大
学
やG

uild
な
ど
の
特
権
的
中
間
集
団
に
分
散
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ほ
ど
「
絶
対
的
」
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
指
摘
す
る
。
樋
口
陽
一
『
憲
法
　
第
三
版
』﹇
創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
﹈
一
〇
九
‐
一
一
〇
頁
。

（
28
）  

樋
口
陽
一
『
近
代
国
民
国
家
の
憲
法
構
造
』﹇
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
﹈
一
四
一
‐
一
四
四
頁
。

（
29
）  

ル
ソ
ー
思
想
に
お
け
るcitoyen

概
念
も
同
様
に
、citoyen
に
対
し
公
民
と
し
て
の
「
徳
﹇m

orale

﹈」
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
公
共
空
間
に

お
け
る
自
律
的
存
在
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
し
く
こ
の
点
を
簡
潔
に
言
い
表
し
て
い
る
の
が
、
社
会
契
約
論
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
に
お
け
る

「
我
々
はCitoyen

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
てH

om
m
e

と
な
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
阪
本
昌
成
『「
近
代
」
立
憲
主
義

を
読
み
直
す
《
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
神
話
》』﹇
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
﹈
四
二
頁
。

（
30
）  

ル
・
シ
ャ
プ
リ
エ
法
は
「
同
一
の
身
分
及
び
職
業
の
市
民
の
全
て
の
種
類
の
同
業
者
組
合
の
廃
止
は
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
の
本
源
的
基
礎
の
一
部

で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
口
実
お
よ
び
い
か
な
る
形
式
の
下
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
事
実
上
再
建
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
」
と
規
定
し
、
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G
uild

や
宗
教
団
体
、
弁
護
士
会
、
そ
し
て
大
学
な
ど
の
結
社
に
対
し
て
刑
事
罰
で
規
制
を
す
る
と
い
う
強
硬
な
中
間
団
体
を
排
除
す
る
社
会
姿

勢
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
状
況
は
第
三
共
和
制
期
に
ル
・
シ
ャ
ブ
リ
エ
法
の
廃
止
を
規
定
し
た
一
八
八
四
年
三
月
二
一
日
／
二
二
日
法
律
が
成
立
す

る
ま
で
続
い
た
。
樋
口
陽
一
『
比
較
憲
法
』﹇
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
﹈
七
五
頁
。

　
　
　
ま
た
、
第
三
共
和
制
期
に
は
中
間
団
体
の
承
認
は
為
さ
れ
た
も
の
の
、
新
た
にLaïcité

の
原
則
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
公
共
空
間
に
お
け

る
宗
教
的
モ
ノ
の
排
除
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
31
）  
い
わ
ゆ
る
こ
れ
がN

ation

主
権
論
と
呼
ば
れ
、
議
会
派
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
よ
る
民
衆
の
政
治
決
定
権
の
排
除
を
目
的
と
し
た
国
民
代
表
制

を
正
当
化
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
一
七
九
一
年
憲
法
で
は
公
共
空
間
に
お
け
る
個
人
で
あ
るcitoyen

は
、
能
動
的
市
民

﹇citoyen actif
﹈
／
受
動
的
市
民
﹇citoyen passif

﹈
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
で
、
前
者
の
み
が
参
政
権
を
有
す
る
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
規
定
は
、
後
の
ル
ソ
ー
思
想
に
基
づ
き
起
草
さ
れ
た
一
七
九
三
年
六
月
二
四
日
憲
法

―
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
コ
バ
ン
憲
法

―
で
は
、
国
民
の

抽
象
的
総
体
で
あ
るN

ation

で
は
な
く
具
体
的
市
民
の
総
体
で
あ
るpeuple

に
変
更
が
為
さ
れ
た
。
辻
村
み
よ
子
・
前
掲
注
（
6
）・
二
四
‐

二
六
頁
。

（
32
）  

樋
口
陽
一
・
前
掲
注
（
26
）・
一
四
七
‐
一
四
八
頁
。

（
33
）  

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
るN

arrative
（
物
語
り
）
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
当
該
近
代
国
民
国
家
像
が
意
識
的
に
我
々
憲
法
研
究
者
に
と
っ
て
、

共
有
さ
れ
て
い
る
人
為

0

0

的
構
図
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
使
っ
た
。
そ
も
そ
も
当
該
概
念
は
奥
平
康
弘
が
指
摘
す
る

―
論
弁
的
論
理

展
開
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
自
己
完
結
す
る
学
問
と
し
て
の

―
「
法
学
」
の
前
提
と
し
て
隠
れ
て
い
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性

0

0

0

0

0

0

0

を
表
す
も
の
で
あ
る
。

参
照
、
奥
平
康
弘
『
憲
法
の
想
像
力
』﹇
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
﹈
二
〇
七
‐
二
一
六
頁
。

（
34
）  

最
高
裁
昭
和
五
三
年
一
〇
月
四
日
民
集
三
二
巻
七
号
一
二
二
三
頁
。

（
35
）  

後
藤
光
男
「
外
国
人
の
人
権
」『
憲
法
の
争
点
』
大
石
眞
・
石
川
健
治
編
﹇
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
﹈
七
四
‐
七
五
頁
。

（
36
）  

浦
部
法
穂
・
山
元
一
「
外
国
人
の
人
権
」
井
上
典
之
・
小
山
剛
・
山
元
一
編
『
憲
法
学
説
に
聞
く
』﹇
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
﹈
一
四
五

頁
以
下
。

（
37
）  

愛
敬
浩
二
「
人
権
・
国
家
・
社
会
①
　
外
国
人
の
選
挙
権
と
『
国
民
国
家
』」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』N

o. 570

﹇
二
〇
〇
二
年
﹈
二
三
頁
。

（
38
）  

長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
理
性
』﹇
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
﹈
一
一
六
頁
以
下
。

（
39
）  

長
谷
部
は
脚
注
に
て
、
ラ
イ
フ
セ
ー
バ
の
例
に
お
け
る
、
溺
れ
た
者
の
属
人
的
分
担

0

0

0

0

0

に
基
づ
い
た
画
一
的
救
済
義
務
を
思
考
す
る
こ
と
に
は
弊

害
が
あ
る
こ
と
に
注
意
を
示
し
て
い
る
。
同
右
・
長
谷
部
恭
男
・
一
二
五
頁
。
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（
40
）  J. Leca, N

ationalité et citoyenneté dans l

’Europe des im
m
igrations, Paris: Institut d

’etudes politiques, 1990, p. 43.

（
41
）
後
述
す
る
通
り
、
当
該
超
国
家
的
体
制
を
敷
い
て
い
た
の
が
大
日
本
帝
国
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
該
体
制
で
は
、
後
述
す
る
通
り
《
内

地
戸
籍
》《
外
地
戸
籍
》
と
い
う
区
別
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
外
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
半
島
及
び
台
湾
島
等
に
い
る
臣
民
は
代
表
者
を
選
出
す
る
権

利
が
制
限
さ
れ
て
い
た
。

（
42
）  Étienne Tassin, 

“Identité nationale et citoyenneté politique

”, dans Esprit, janvier 1994, pp. 97 -111.

（
43
）  
た
だ
し
タ
ッ
サ
ン
の
当
該N

ationalité

の
二
義
性
は
、
樋
口
言
説
に
お
け
るN

ation

の
二
義
性
と
は
異
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

N
ationalité

理
解
に
お
い
てethnos

（
血
統
）
的
／dem

os

（
政
治
）
的
、
両
方
の
要
素
を
有
し
て
い
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
点
は
留
意
す
べ

き
で
あ
る
。Ibid., p. 98.

（
44
）  Étienne Tassin, supra note ﹇42

﹈, p. 100.

（
45
）  Étienne Tassin, supra note ﹇42

﹈, p. 100.

（
46
）  

実
際
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
二
章
一
部
（
一
七
条
か
ら
二
一
条
）
に
お
い
て
は
、「
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
の
地
位
の
喪
失
に
よ
る
、
市
民
と
し
て

の
権
利
の
喪
失
に
関
し
て
﹇D

e la Privation des D
roits civils par la perte de la qualité de Français

﹈」
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
普
遍
的

存
在
で
あ
っ
た
市
民
（
権
）
が
、
国
家
―
国
籍
と
の
結
び
つ
き
が
必
然
的
な
モ
ノ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
権
と
国
籍
と
の
優
位
関

係
の
転
換
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
47
）  Étienne Tassin, supra note ﹇42

﹈, p. 100 et suivi.

（
48
）  

フ
ラ
ン
ス
は
、
第
三
共
和
制
下
で
男
子
普
通
選
挙
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
、
当
時
海
外
県
と
し
て
領
土
の
一
部
と
し
て
の
扱
い
が
為
さ
れ
て
い

た
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
も
、
本
土
へ
の
国
会
議
員
選
す
る
権
限
、
知
事
・
副
知
事
・
市
長
を
選
挙
で
選
出
す
る
制
度
な
ど
が
確
保
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
な
が
ら
当
該
民
主
的
過
程
に
参
加
で
き
る
の
はcitoyen français 

の
み
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
政
策
に
関
し
て
は
以
下
の

文
献
を
参
照
。
ギ
ー
・
ペ
ル
ヴ
ィ
エ
著
、
渡
邊
洋
子
訳
『
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争

―
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
と
民
族
の
解
放
』﹇
白
水
社
、
二

〇
一
二
年
﹈
一
四
頁
以
下
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ス
ト
ラ
著
、
小
山
田
紀
子
・
渡
辺
司
訳
『
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
歴
史

―
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
支
配
・

独
立
戦
争
・
脱
植
民
地
化
』﹇
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
﹈
三
八
頁
以
下
。

（
49
）  Étienne Tassin, supra note ﹇42

﹈, pp. 100 -101.

（
50
）  Étienne Tassin, supra note ﹇42

﹈, pp. 101 -102.

（
51
）  Étienne Tassin, supra note ﹇42

﹈, pp. 101 -102.
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（
52
）  

こ
の
点
に
関
し
て
、
国
民
国
家
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
及
び
市
民
権
に
関
し
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
エ
セ
ッ
ク
ス
大
学
の
社
会
学
者Yasem

in 
Soysal

は
、
国
民
国
家
型
構
成
員
資
格
﹇N

ational citizenry

﹈
と
い
う
思
考
枠
組
み

0

0

0

0

0

自
体
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り

歴
史
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
思
考
枠
組
み
が
制
度
化

0

0

0

さ
れ
、
国
籍
保
持
者
と
非
国
籍
保
持
者

と
の
二
分
法

0

0

0

が
生
じ
た
の
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
や
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
、
そ
し
て
ビ
ザ
制
度
を
発
端
と
す
る
一
九
〇
五
年
の
外
国
人
法
﹇Alien acts

﹈
が

制
定
さ
れ
た
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
も
の
で
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。Yasem

in Soysal, Lim
its of citizenship, Chicago: U

niversity 
of Chicago Press 1994, p. 139.

（
53
）  Rieko Karatani, D

efining British Citizenship: Em
pire, Com

m
onwealth and M

odern Britain, London: Frank Cass, 2003, pp. 
21 -28.

（
54
）  ibid, pp. 23 -24.

（
55
）  Rieko Karatani, supra note ﹇53

﹈, pp. 24 -26.

（
56
）  Rieko Karatani, supra note ﹇53

﹈, pp. 26 -27.

（
57
）  

遠
藤
正
敬
『
戸
籍
と
国
籍
の
近
現
代
史

―
民
族
・
血
統
・
日
本
人
』﹇
明
石
書
店
、
二
〇
一
三
年
﹈
一
七
三
頁
。

（
58
）  

こ
の
思
考

―
《
国
籍
＝
市
民
権
》

―
は
未
だ
に
根
強
く
日
本
の
政
治
空
間
に
残
っ
て
い
る
た
め
、
二
〇
〇
一
年
国
会
で
の
特
別
永
住
者
の

国
籍
取
得
簡
略
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
そ
の
背
景
に
は
、
特
別
永
住
者
の
「
市
民
権
」
の
承
認
の
為
に
は
、
国
籍
取
得
が
必
須

で
あ
る
と
い
う
《
慎
重
派
》
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
遠
藤
正
敬
「
植
民
地
遅
配
の
中
の
国
籍
と
戸
籍

―
「
日
本
臣
民
」
と

「
外
地
人
」
と
い
う
2
つ
の
極
印

―
」『
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
』﹇
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
、
二
〇
〇
一
年
﹈
二
七
七
頁
。

（
59
）  

宮
澤
俊
義
及
び
尾
高
朝
雄
の
主
権
論
に
関
し
て
は
、「
新
憲
法
の
概
観
」「
国
民
主
権
と
天
皇
制
」『
新
憲
法
の
研
究
』﹇
有
斐
閣
、
一
九
四
九

年
﹈
一
‐
四
三
頁
。

（
60
）  

尾
高
は
、
既
に
国
民
主
権
が
成
立
し
て
い
る
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
ド
イ
ツ
を
例
示
し
、
国
民
主
権
そ
の
も
の
の
近
視
眼
的
危
険
性
を
提
起
し
て
い

る
。
尾
高
朝
雄
「
主
権
概
念
の
批
判
」『
天
皇
制
の
国
民
主
権
と
ノ
モ
ス
主
権
論
』﹇
書
肆
心
水
、
二
〇
一
四
年
﹈
六
八
頁
。

（
61
）  

樋
口
陽
一
は
、
宮
沢
が
示
し
た
楽
観
的
国
民
像
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
わ
け
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
型

―D
em

os=nation

―
と
ド
イ

ツ
型

―Ethnos=N
ation

―
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
尾
高
流
の
「
正
し
い
統
治
」
を
施
行
す
る
モ
デ
ル
と
し
て
、
有
る
べ
きN

ation

像
を

前
者
と
し
て
示
し
て
い
る
。
樋
口
陽
一
『
憲
法
　
近
代
知
の
復
権
へ
』﹇
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
﹈
一
七
六
頁
以
下
、
同
『
憲
法
と
国

家
』﹇
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
﹈
七
二
頁
。
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（
62
）  

樋
口
陽
一
「『
国
民
主
権
』
と
『
直
接
民
主
義
』」『
公
法
研
究
』
三
三
号
﹇
一
九
七
一
年
﹈
二
六
頁
。

　
　
　
尾
高
朝
雄
が
『
主
権
』
概
念
を
、
法
の
理
念
の
も
と
に
鋳
造
し
直
す
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
と
よ
う
に
、
樋
口
陽
一
も
ま
た
、
そ
の
実
定
法
超

越
的
論
理
構
造
を
持
つ
主
権
概
念
を
法
的
に
凍
結
し
て
い
る
。
尾
高
朝
雄
・
前
掲
注
（
59
）・
六
七
‐
六
九
頁
。

（
63
）  
興
味
深
い
こ
と
に
、
国
民
主
権
論
争
で
樋
口
陽
一
の
論
壇
相
手
で
あ
っ
た
杉
原
泰
雄
のpeuple

主
権
論
を
引
き
継
い
だ
辻
村
み
よ
子
の
市
民

主
権
論
に
関
し
て
も
、
辻
村
自
身
が
、
主
権
論
と
い
う
よ
り
民
主
制
論
で
論
じ
る
思
考
示
す
か
は
相
対
的
問
題
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
点
は
、

「
市
民
権
」
で
の
思
考
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
辻
村
み
よ
子
「『
市
民
』
と
『
市
民
主
権
』
の
可
能
性
・
再
論
」
樋
口
陽
一
他
編
『
国

家
と
自
由
』﹇
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
﹈
一
三
五
頁
。

（
64
）  

市
民
権
概
念
が
広
範
な
も
の
の
た
め
、
単
純
に
人
権
―
権
利
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い
点
は
後
の
論
文
で
述
べ
る
。D

anièle Lochack, 

“La citoyenneté: concept juridique flou

”, dans Citoyenneté et nationalité Perspectives en France et au Q
uébec, sous la direction 

de D
om

inique Colas, Claude Em
eri, Jacques Zylberberg, PU

F, 1991.

上
田
　
将
由
（
う
え
だ
　
ま
さ
よ
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
全
国
憲
法
学
会
、
憲
法
理
論
研
究
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法
、
社
会
学
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
等
）


